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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部が隔壁で内袋収容室と空気室とに仕切られた把持部、及び該把持部に突設された内
容物排出部を備えた内容物押出容器であって、
　前記把持部は、前記空気室を挟んで前記隔壁と対向する部位に、手による押圧により変
形しその押圧の解除により元の状態に復帰する凸曲面状の押圧変形部を有しており、
　前記内袋収容室には、内容物が収容される内袋が、該内袋の口部を前記内容物排出部又
はその近傍に固定された状態で収容されており、
　前記隔壁には、前記押圧変形部を押圧したときに前記空気室内の空気を前記内袋収容室
に送る、逆止弁付きの通気路が設けられており、前記把持部には、該押圧変形部の押圧を
解除したときに外気を前記空気室内に吸入する、逆止弁付きの吸気路が設けられており、
　片手に持ちながらその片手で前記押圧変形部の押圧及びその解除を繰り返すことにより
、前記内袋内の内容物が前記内容物排出部から排出されるように構成されている内容物押
出容器。
【請求項２】
　前記把持部は、厚みＴが２～７ｃｍである請求項１記載の内容物押出容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内容物押出容器に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　所定の操作により内容物を押し出すことのできる内容物押出容器は種々知られている。
例えば、特許文献１には、整髪料や染毛剤、育毛剤等の内容物を収容するのに好適な容器
として、内容物を収容する内容器と内容器を内装する外容器とを組み合わせた二重構造の
容器本体を備えたスクイズタイプの櫛付き容器が記載されている。引用文献１記載の容器
は、内容物の排出路に配された第１チェック弁と、内容器と外容器の相互間に空気を導入
する通気路に配された第２チェック弁とを備え、容器本体の胴部を握って圧縮することに
より櫛部から内容物を排出させることができる。
【０００３】
　また、特許文献２には、有底筒体に蓋体を被着して形成した押出具本体に、押出具本体
内の空気圧を高める加圧手段と押出具本体の内外を連通する排出管を設けた容器が記載さ
れている。引用文献２記載の容器は、加圧手段により押出具本体内の空気圧を高めること
によって、押出具本体内に収容した袋体が圧縮され、それにより袋体の内部の流動性内容
物が排出管から排出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１１４２７９号公報
【特許文献２】特開平１０－１８１７６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１記載の容器においては、外容器の変形量を細かくコントロールする
ことが難しく、排出させようとした量と実際に排出された量との間に大きな差が生じる場
合があった。
　また、特許文献２記載の容器においては、加圧手段としてポンプ機構を用いた場合、容
器を片手で持ちながらポンプ機構を操作することが難しい。他方、有底筒体を変形させて
内容物を押し出すようにした場合には、特許文献１と同様に、適量の内容物を安定して排
出させることが難しかった。
【０００６】
　従って、本発明の目的は、片手に持ちながらその片手で内容物を押し出す操作を容易に
行うことができる共に、適量の内容物を安定して押し出すことのできる内容物押出容器を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の内容物押出容器は、内部が隔壁で内袋収容室と空気室とに仕切られた把持部、
及び該把持部に突設された内容物排出部を備えている。前記把持部は、前記空気室を挟ん
で前記隔壁と対向する部位に、手による押圧により変形しその押圧の解除により元の状態
に復帰する凸曲面状の押圧変形部を有している。前記内袋収容室には、内容物が収容され
る内袋が、該内袋の口部を前記内容物排出部又はその近傍に固定された状態で収容されて
いる。前記隔壁には、前記押圧変形部を押圧したときに前記空気室内の空気を前記内袋収
容室に送る、逆止弁付きの通気路が設けられており、前記把持部には、該押圧変形部の押
圧を解除したときに外気を前記空気室内に吸入する、逆止弁付きの吸気路が設けられてい
る。本発明の内容物押出容器は、片手に持ちながらその片手で前記押圧変形部の押圧及び
その解除を繰り返すことにより、前記内袋内の内容物が前記内容物排出部から排出される
ように構成されている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の内容物押出容器によれば、片手に持ちながらその片手で内容物を押し出す操作
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を容易に行うことができる共に、適量の内容物を安定して押し出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の内容物押出容器の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１のＩＩ－ＩＩ線拡大断面図である。
【図３】図３は、図１の内容物押出容器における押圧変形部を押圧変形させた状態を示す
断面図である。
【図４】図４は、図１の内容物押出容器における押圧変形部が変形状態から元の状態に復
帰した状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本発明をその好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。
　本発明の一実施形態である内容物押出容器１は、図２に示すように、内部に隔壁２３で
仕切られた内袋収容室２と空気室２２とを有する把持部３、及び該把持部３に突設された
内容物排出部４を備えている。
【００１１】
　内容物押出容器１は、図１に示すように、扁平楕円体状の概略形状を有しており、片手
で持ちながらその片手で内容物の押出操作を行うことができる。
　把持部３は、内容物押出容器１の使用時に、使用者が把持する部分である。把持部３の
持ち方は、天面部１４に親指を当て、把持部３をその親指と他の複数本の指との間に挟ん
で持つことが好ましい。
　把持部３は、図２に示すように、凹曲面状の内面を有する容器本体６と、容器本体６に
脱着自在に取り付けられた蓋体７とを備えている。容器本体６は、上端部の内周面に螺合
用凸条８を有し、蓋体７は下端部の外周面に螺合用凸条９を有している。容器本体６と蓋
体７とは、螺合用凸条部８及び螺合用凸条９を介して脱着自在に螺合されている。
【００１２】
　蓋体７は、天面部形成部材１１及び隔壁形成部材１２を有してなる。
　天面部形成部材１１は、凸曲面状の天面部１４を形成している。把持部３は、空気室２
２を挟んで隔壁２３と対向する部位に、天面部１４を有している。
【００１３】
　天面部１４は、その全体又は一部が、手による押圧により容易に変形しその押圧の解除
により元の状態に復帰する押圧変形部１５となっている。押圧変形部１５も、凸曲面状の
形状を有している。
　天面部形成部材１１の周縁部には筒状接続部１７が垂設され、隔壁形成部材１２の周縁
部及びその近傍には上下に延びる一対の筒状接続部１８，１９が設けられている。天面部
形成部材１１と隔壁形成部材１２とは、筒状接続部１７と筒状接続部１８とを、それぞれ
に設けられた螺合用凸条を螺合させることにより気密に接続されて一体化している。また
、それによって、天面部形成部材１１と隔壁形成部材１２との間に空気室２２が形成され
ている。前述した蓋体７の螺合用凸条９は、隔壁形成部材１２の筒状接続部１９に形成さ
れている。
【００１４】
　隔壁形成部材１２は、空気室２２と内袋収容室２との間に、板状の隔壁２３を形成して
いる。本実施形態における隔壁２３は、平面視円形で、やや凹曲面状に形成されている。
隔壁２３は、図３に示すように、押圧変形部１５を手で押圧して変形させたときにも殆ど
変形しないよう、材質及び厚みなどの形状が選択されている。
【００１５】
　把持部３は、内袋収容室２を挟んで隔壁２３と対向する部位に、容器１の外方に向かっ
て凸の凸曲面状の底面部２１を有している。底面部２１は、内袋収容室２側の面が、内袋
収容室２における、凹曲面状の底面を形成している。
【００１６】
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　内容物排出部４は、把持部３の周から突出するように形成されており、その内部に、容
器１の外部と内袋収容室２内とを連通する排出路５を有している。内容物排出部４は、把
持部３から延出する延出管４０と、該延出管４０の一端開口部に脱着自在に装着されたノ
ズル部材４１とを有している。排出路５の内袋収容室２側の開口部２５は、内袋収容室２
内に円形ないし楕円形状に開口しており、排出路５の容器外部側の開口部２７は、ノズル
部材４１のノズル部４５の先端部に開口している。
【００１７】
　ノズル部材４１は、有天筒状に形成された接続部４２の筒状部４３のやや内側に、延出
管４０内に挿入される内側筒状部４４を有している。ノズル部材４１は、外側に位置する
筒状部４３の内面と延出管４０の外面とに螺合用凸条を設け、それらを螺合させることで
、延出管４０に脱着自在に固定されている。
【００１８】
　内容物が収容される内袋５０は、内袋収容室２内に配置されていると共に、ノズル部材
４１を、延出管４０に固定する際に、それらの間に内袋５０の口部を挟み込むことで、そ
の口部が、内容物排出部４又はその近傍に固定されている。ノズル部材４１は、ノズル内
流路４６の内袋収容室２側の一端に、漏れ防止弁４８を有している。漏れ防止弁４８は、
内袋５０が加圧されていないときにはノズル内流路４６を閉鎖し、内容物３３が漏れ出る
のを防止する。他方、内袋５０が加圧されて内容物３３が押し出される際にはその内容物
を通過させる。
【００１９】
　ノズル部材４１は、脱着自在に設けられ、その交換が容易であることから、容器の外部
側の開口部２７に通じるノズル内流路４６の長さや直径、開口部２７の寸法等が異なるノ
ズル部材に交換したり、周囲に刷毛４７のついたブラシ付きのノズル部材４１から、刷毛
４７のないノズル部材等に交換すること等ができる。
【００２０】
　隔壁２３には、図３に示すように、押圧変形部１５を押圧したときに空気室２２内の空
気を内袋収容室２に向かって送る、逆止弁（第１逆止弁２８）付きの通気路３１が設けら
れている。
　第１逆止弁２８は、隔壁２３に形成された通気路３１に設けられており、図３に示すよ
うに、押圧変形部１５を手で押圧して変形させたときに、通気路３１を開放し、空気室２
２内の空気を、内袋収容室２内、より具体的には、内袋収容室２の内面と内袋５０の外面
との間に送る。それにより、内袋収容室２の内圧が高まり、その空気圧により内袋５０が
潰され、内袋５０内の内容物３３がノズル部４５の開口部２７から押し出される。他方、
図４に示すように、押圧変形部１５の押圧を解除すると、第１逆止弁２８によって通気路
３１が封鎖される。それにより、内袋収容室２内の空気が空気室２２に逆流することが阻
止される。
【００２１】
　また、把持部３には、押圧変形部１５の押圧を解除したときに外気（容器１の外部の空
気）を空気室２２内に吸入する、逆止弁（第２逆止弁２９）付きの吸気路３２が設けられ
ている。
　第２逆止弁２９は、天面部１４に形成された吸気路３２に設けられており、図３に示す
ように、押圧変形部１５を手で押圧して変形させる際には、吸気路３２を封鎖する。他方
、押圧変形部１５の押圧後にその押圧を解除すると、図４に示すように、押圧変形部１５
はその復元弾性によって元の状態に復帰する。この復帰の際には、第２逆止弁２９は、吸
気路３２を開放しており、吸気路３２を介して外気が空気室２２内に吸入される。
【００２２】
　本実施形態の内容物押出容器１によれば、内袋５０内に、液やゲル状の内容物３３を充
填した状態で、押圧変形部１５の押圧及びその解除を繰り返すことにより、内袋５０を徐
徐に潰して内容物３３を押し出させることができる。
　そのため、押圧変形部１５の押圧を繰り返す速度を適宜にコントロールすることで、排
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出させる内容物の量や速度を任意にコントロールすることができる。
　なお、内袋５０内への内容物３３の充填は、蓋体７やノズル部材４１を取り外し、内袋
５０を内袋収容室２から取り出して行っても良いし、ノズル部材４１のノズル内流路４６
を介して外部から注入することにより、内袋５０を内袋収容室２から取り出さずに行って
もよい。
【００２３】
　また、本実施形態の内容物押出容器１は、空気室２２と内袋収容室２との間に、押圧変
形部１５を変形させても殆ど変形しない隔壁２３を有するため、押圧変形部１５の１回の
押圧により内袋収容室２に送られる空気の量が大きく変動することを防止することができ
る。そのため、適量の内容物を安定して押し出すことができる。
【００２４】
　また、本実施形態の内容物押出容器１は、片手に持ちながらその片手で押圧変形部１５
を繰り返し押圧することができる。「その片手」とは、右手に持っている場合にはその右
手、左手に持っている場合にはその左手という意味である。
　そのため、例えば内容物として、ヘアカラー等の染毛剤、育毛剤、整髪剤、シャンプー
、マッサージ剤等の頭髪又は頭皮処理剤を充填して、それらを頭髪に塗布する場合、塗布
する部位を移動させながら塗布作業を行うことも容易である。また、内容物押出容器１を
用いて塗布作業を行いながら、該容器を持っていない方の手で別の作業を同時に行うこと
も可能である。
　内容物押出容器１内に収容して排出させる内容物としては、上記の頭髪又は頭皮処理剤
の他、絵の具などの文具、マヨネーズ、ケチャップなどの食品等が挙げられる。但し、本
発明における内容物は、これらに限られるものではない。
【００２５】
　把持部３は、片手で持ちながらその片手で内容物の押出操作を容易に行うことができる
ようにする観点から、その厚みＴが、２～７ｃｍであることが好ましく、４～５ｃｍであ
ることがより好ましい。
【００２６】
　内容物押出容器１の各部の材料について説明する。
　押圧変形部１５の形成材料としては、例えば、ポリプロピレン等のポリオレフィン系熱
可塑性樹脂や、熱可塑性エラストマー等を使用することができるが、手による押圧により
容易に変形させることができるようにする観点や押圧の解除により自然に元の状態に復帰
するようにする観点から、ポリプロピレンであることが好ましい。熱可塑性エラストマー
としては、スチレン系エラストマー、ポリオレフィン系エラストマー、ポリエステル系エ
ラストマー、ポリアミド系エラストマー等が挙げられる。
【００２７】
　また、押圧変形部１５は、変形後に元の状態に自然に戻るようにする観点から、曲率半
径が５０ｍｍ～１００ｍｍの断面円弧状の凸曲面状とすることが好ましい。
【００２８】
　また、内袋５０の形成材料は、液を通さず、比較的柔軟なものが好ましい。内袋５０の
好ましい形成材料としては、例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン等のポリオレフィン
系熱可塑性樹脂が挙げられる。内袋５０の形成材料は、残量を少なくするという観点から
、ポリエチレンであることが好ましい。
【００２９】
　以上、本発明の一実施形態である内容物押出容器１を例に説明したが、本発明は、上述
した実施形態に制限されず適宜変更可能である。
　例えば、吸気路３２及び第２逆止弁２９は、凸曲面状の天面部１４と隔壁２３との間に
設けた周壁部に形成することもできる。また、内容物押出容器１における漏れ防止弁４８
は省略することもできる。
【符号の説明】
【００３０】
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１　内容物押出容器
２　内袋収容室
３　把持部
４　内容物排出部
１５　押圧変形部
２２　空気室
２３　隔壁
２８　第１逆止弁(逆止弁)
２９　第２逆止弁(逆止弁)
３１　通気路
３２　吸気路
５０　内袋

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】



(8) JP 5554613 B2 2014.7.23

10

フロントページの続き

(72)発明者  稲川　義則
            東京都墨田区文花２－１－３　花王株式会社研究所内

    審査官  高橋　裕一

(56)参考文献  実公昭３９－００６０６４（ＪＰ，Ｙ１）　　
              実開昭５２－１４７６４８（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００７－２２７０９２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６５Ｄ８３／００
              Ｂ６５Ｄ７７／０４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

